
　こんにちは！こんの桃子です。今年1月の戸田市議会議員選挙では、3,148票という身に余る得票を賜

り、市政の壇上へ送り出していただきました。二月臨時議会、三月定例会、常任・特別委員会と緊張の連

続でしたが、全力で取り組んでまいりました。あらためて、当選のご報告と議会での活動をお伝えします。

　「政策を重視し、市民の皆さんとのコミュニケーションを大切に、しがらみを持たない」という志の若手

4人で会派を結成しました。平均年齢30.8歳という若さを活かし、力を合わせて頑張ってまいります！

市内を42時間、400km走りました！ 当選の瞬間－JCN埼玉の生中継 2月6日初登庁ーJCN埼玉のニュース

 ホームページを作りました！

皆さんから頂いたご意見にどう答えた

かを“見える化”して、声が届く政治を

実感できるよう活動して参ります。

東京大学卒業・同大学院修了／2期目／総務常任委員会所属

東京大学卒業／元予備校講師／文教・建設常任委員会所属

慶應義塾大学卒業・同大学院修了／元内閣府非常勤職員・

元国会議員公設秘書／健康・福祉常任委員会所属　

法政大学卒業・首都大学大学院修了／土地家屋調査士／

市民生活常任委員会所属右から酒井議員、真木議員、金野、中山議員。年齢は当選当時

2月8日JCN埼玉 2月8日埼玉新聞

真木 大輔（無所属、30歳）

金野 桃子（無所属、29歳）

酒井 郁郎（無所属、37歳）

中山 祐介（みんなの党、27歳）

http://todanokai.comhttp://todanokai.com
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●昭和 58 年 3 月 2 日生●戸田市立新曽小学校卒業●頌栄女子学院中 ・ 高等学校卒業●慶應義塾

大学卒業●慶應義塾大学大学院法務研究科修了●元内閣府職員 （非常勤）●元国会議員公設秘書

●内閣府で東日本大震災の被災者支援に携わり、 国政で社会保障政策に携わるなかで地方政治の大

切さを実感し、 地元 ・ 戸田市政へのチャレンジを決意●平成 25 年戸田市議会議員選挙において新人

歴代第 1 位得票の 3148 票を賜り初当選

【市議会での所属】 戸田の会 （若手議員 4 名）、 健康 ・ 福祉常任委員会、 交通対策特別委員会

【発行者】

こんの桃子後援会事務所

〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田 2-46-9-101（美容室シュシュ内） TEL：048-235-5358　FAX：020-4669-8668

ホームページ：http://konnomomoko.com/　　メールアドレス：info@konnomomoko.com

新会派新会派 “戸田の会”結成！
「会派」とは、議会において理念や政策を共にする議員が集

まった団体です。会派を組むと、議会での活動が充実します。



討　　論討　　論 一般質問一般質問

と死別・離婚した母親（寡婦）は、所得税法上

寡婦控除という優遇措置を受けられ、所得税

で最大35万円、住民税で最大30万円が控除されま

す。しかし、シングルマザーは法律婚をしていないため

に寡婦控除が適用されず、住民税の金額を根拠とし

た保育料等の各種公共サービスで不利な扱いを受

けています。全国でも全体の出生数が減るなかで、

法律婚外の子ども（非嫡出子）の出生数は若い母親

を中心に増えており、その数は2万3354人、20歳未

満の母親では全体の27.7％に上ります。(厚生労働

省－平成23年度人口動態統計)　

　確かに、法律婚制度を採る我が国において、法律

婚をした場合を念頭に制度をつくるのは当たり前で

す。しかし、子どもの視点に立ったとき、両親の法律

婚の有無で子どもの養育状況に差異が生じるのは

不公平であると私は考えています。実際に、非嫡出

子をめぐる問題では、今年２月に最高裁は「非嫡出

子の相続分を嫡出子の2分の1にする」という民法

の規定を合憲とした判決を覆す可能性を示しまし

た。私はこの判決を読み、最高裁は非嫡出子の権利

を守る姿勢を出したと受け止めました。

　シングルマザーの保育料の問題は、法律による改

正を待たずとも市町村が独自の判断でみなし適用

等をすることで解決でき、実際に岡山市、千葉市、朝

霞市等多くの自治体がみなし適用等をしています。

戸田市でも解決を図っていただきたく、①市内のシ

ングルマザーの保育状況と、②みなし適用をするこ

とへの見解を質問しました。
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（※戸田市HPをもとにこんの作成）

生活道路(幅員4m)の場合

　右の図のように道路沿いにある建物について道

路中心線から一定の距離以上離れたところまで建

物壁面を後退させなければならない義務をいい、

後退した部分にはブロック塀等の工作物を作るこ

とが制限されます。幅員4mの生活道路の場合、実

質的なセットバック義務は75cmです。

ここに工作物を設置する

ことが制限されます

ここに工作物を設置する

ことが制限されます

75cm75cm

―答弁　（２０１３年３月７日本会議、子ども青少年部長）

①戸田市内でシングルマザーが保育園に入れる年

齢の子どもを育てている件数は30名強と推定され

る。②法律婚の有無で生じる不公平感は認識して

おり、関連部門と調整し、検討する。

 今回の答弁で示された“不公平感の認識”は解決

しようという気持ちの第一歩であり、市は解決でき

る裁量もあります。ひとり親への支援に熱心な戸田

市でも解決を図っていただくよう求めます。

　現代社会のなかで最も大切な所有権の一つは土

地・建物に対するものと私は考えます。だからこそ人

は、何十年もローンを組み一生懸命働くのだと思い

ます。事実上の拘束力しかない「協定」を法的な拘束

力のある「都市計画」として定めることは、法律上開

発許可等に対して指導・監督権限をもつ市が住民に

対し都市計画法以上の制限を課すものです。　

　この問題について、市は以前より「周知徹底する」

と答えているにもかかわらず、今回多数の意見書が

提出されました。このことの重さを認識し、私は「周

知徹底する」という言葉の先の具体策、つまり①適

切な情報提供と、②意見陳述の機会を確保するこ

とが大切だと考えています。そこで、意見書が提出さ

れた事実および意見概要の公表、まちづくり協議

会の活性化、説明会の開催を求めました。

　

　市は意見書が情報公開条例上「非開示事由」に該

当しうると答えました。しかし、情報公開法・条例は

公開を原則とし、意見書の提出は地権者の有する法

律上の権利であり、市は法律・条例で住民に対し説

明責任を負っています。このことから考えれば、公開

の仕方を工夫して公開し、説明会を開催すべきと考

えます。まちづくり協議会についても、今後は積極的

に傍聴、議事録と資料の公表、委員の交代、ホームペ

ージの更新等をするよう求めました。まちづくりは住

民が公平に負担をし、数十億円、数十年かけて行な

う大変な事業です。市は「住民との協働」を掲げてい

ることに立ち返り、歩み寄る姿勢が必要と考えます。

―答弁　（同上、都市整備部長）

意見概要の公表、説明会の開催は検討する。まち

づくり協議会の活性化は会に諮る。

曽中央地区ではまちづくり事業が行われてい

ます。これは強制的に整備される区画整理と異

なり、市と住民（まちづくり協議会）との話し合いで決

めるもので、昨年12月に「まちづくり協定」が施行さ

れ、平成24年度内に「都市計画」の決定が予定されて

います。新曽が住みよい街になることを嬉しく思うと

ともに、今までの経緯に心より敬意を表します。

　都市計画が決定されると、今後建て替える際に、道

路から建物を後退させなければならなかったり(セット

バック義務)、後退部分に工作物を作れなくなったりし

ますが、今までの説明会の出席状況からすれば、該当

地区の住民がこのことをきちんと理解しているとはい

えない状況です。

　そのため、都市計画を決定する前に更なる審議が必

要ではないかと思い、①市が定めようとしている都市

計画の内容と、②今後、どのように手続きを進めるの

かを質問しました。

―答弁　（同上、都市整備部長）

①都市計画はすでに施行された「まちづくり協定」を

確実に履行するためのものであり、道路からの後退

義務、工作物制限など今後の建築行為を規制する

7項目を定める。②約80件の意見書が提出されたの

を受け今年度内の都市計画の決定は見送り、地権

者に周知徹底し解決を図りたい。

務員の給与は税金を財源とするので、法律に

基づいて支給されなければなりません。これを

「給与法定主義」といいます。正規の公務員であれ

ば、国家公務員も地方公務員も根拠となる法律等が

ありますが、問題になるのは非正規雇用（臨時職員

等）です。国家公務員の臨時職員等には根拠規則等

がある一方、地方公務員の場合は法整備が追い付

いていません。これはいわゆる“官制ワーキングプア”

と呼ばれる問題で、各自治体は法整備の欠如を埋め

るために、独自に内規等を定めて臨時職員等に対し

て各種手当を支給してきました。

 しかし近年、法律ではなく単なる内規等に基づく支

出は違法であるとして住民訴訟を提起されることが

多く、平成22年9月に最高裁判所判決において、最

高裁は「各自治体は条例を定めるべき」という見解

を示しました。これを受けて戸田市も条例を制定し、

今後は条例に基づいて市内の臨時職員等に適宜手

当が支給されることになります。

　そもそもこの問題の背景には、行政需要が増大し

たために定員のない臨時職員等を多く採用し、恒常

的な事務に従事させているという事実があることを

忘れてはなりません。条例を定めたからといって無尽

蔵に人件費を支払うのではなく、限りある財源の下、

効率的な業務ができるよう職員の体制そのものに

ついても引き続き根本的・全体的な検討を行うよう

申し添え、賛成討論としました。

議案10号戸田市臨時職員等の給与等に関する条例

[賛成]条例制定は評価するが、無尽

蔵に人件費が増えないよう全体的な

見直しを！

シングルマザーの保育料に寡婦控除の

みなし適用を！

新曽まちづくり事業に住民の声を！

適切な情報提供と意見陳述の機会を！

きょうもがんばるゾ！ 子どもは未来の宝だね！

「討論」とは、議案の表決に入る前

に、賛否の意見を述べるものです。
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「一般質問」とは、議案以外の市の一般事務について、市長以下執行部に対して質問することです。一問一答方式で、持ち時間は一人40分です。

議会は言論の府であり、質問をして市民の皆さんの声を届けることは、市議として大切な責務のひとつです。
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この地区の方は注目です！

新曽中央地区

《セットバック義務とは？》

はか
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　平成25年度の一般会計当初予算は474億4000万円（前年度比－1.8

％）、特別会計は269億7289万円（同＋10.3％）で、あわせて744億

1289万円となり、前年度と比べ16億6969万円の増加です。

　歳入面では、市税で6400万円増を見込むとともに基金繰入金を33億

円を見込んでいます。

　歳出面では、子ども医療費、民間保育所・学童保育、生活保護費など

が増加しました。

□ こんの桃子後援会

無所属・新人の私にとって、励ましの一言、

サポートの手ほど心強いものはありません。

皆様の温かいご支援をお願いいたします。

□ ご寄附のお願い

政治資金規正法により、日本国籍を有する

方のご本人様名義でのお振込をお願いい

たします。一円たりとも無駄にせず大切に使

わせていただきます。

◆ゆうちょ銀行から

【口座番号】10320-89298461　　

◆ほかの金融機関から

【店名】038　【預金種目】普通預金�

【口座番号】8929846

こんの桃子後援会

ご協力のお願い

　「地元・戸田のために働きたい！」と決心し、無我夢中で1月

末の選挙を戦い抜き、２月の臨時議会、３月の定例会とまる

でジェットコースターのような半年間でした。春には母校の新

曽小学校の卒業式・入学式にも出席させていただきました。

まさか卒業して18年後に市議会議員として出席できるとは

夢にも思っておらず、自分の人生に驚くとともに、新しいステ

ージに進む子どもたちの未来にワクワクしました。

　私も地元の皆様に支えていただき、市政という新しいステ

ージへ立たせていただくことができました。皆様のご期待に

少しでも添えるよう、一生懸命頑張って参ります。

　最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

平成25年陽春　金野桃子

編集後記

※お手数ですが、お振り込みの際には、

　　お名前・ご連絡先をご一報ください。

474億4000万円
市民1人当たりで考えると・・・

※平成25年4月1日時点での人口12万8,345人で算出
※負債残高は平成25年3月31日時点での一般会計、特別会
　　計、水道事業会計、土地開発公社(債務保証分)の総額　

社会福祉、各種医療の助成など

庁舎管理、市の総括的な事務など

道路、公園整備、都市計画など

小・中学校や教育活動など

保健衛生、ごみ処理、環境保全など

借入金の返済で支払う元金と利子

15万5,188円

5万3,587円

5万2,535円

3万7,634円

2万9,825円

1万7,810円

2万3,050円

民生費

総務費

土木費

教育費

衛生費

公債費

その他

予算 36万9,629円

負担(市税) 20万3,947円

借金(負債残高) 34万2,084円

平成25年度　一般会計当初予算

「一般会計」は「特別会計」以外の会計です。「特別会計」は国

民健康保険など特定の事業を行うための独立した会計です。

c 埼玉県２００５

平成25年度予算平成25年度予算

民生費 42.0%
199億1760万7千円

総務費14.5%
68億7765万7千円

土木費 14.2%
67億4264万6千円

教育費 10.2%
48億3008万3千円

衛生費 8.1%
38億2783万8千円

公債費 4.8%
22億8579万6千円

その他 6.2%
29億5837万3千円

歳 出歳 出

市の一年間のお金はどう使われるの？

「予算」は、原則として首長が提出し、議会が議決することにより成立

します。三月議会では、新年度の予算を決めることが大きな仕事です。

市町村では民

生費が一番大

きいことが一

般的だよ。市

民に一番身近

な自治体だか

らだね。


